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住生活関連産業や新技術等を巡る状況について

資料５



１. 産業について

- 住宅産業の動向について

- 住生活関連産業の動向について

- 人材・担い手について

２. 新たな技術の活用等について

- 新技術等の動向について

- 住生活分野における新技術活用等について



新設住宅着工戸数 （建て方別・構造別）

〇 建て方別に着工戸数をみると、一戸建は46％、共同建等は54％となっている（平成30年度）

〇 このうち一戸建については、ツーバイフォー（２×４）工法を含む木造が90％となっており、
共同建等については、ツーバイフォー（２×４）工法を含む木造が28％となっている

凡例：
：木造

( )内は総戸数に占める割合
< >内は一戸建又は共同建等に占める割合

出典：住宅着工統計（国土交通省）

一戸建
438,144 (46.0%)]

共同建等
514,792 (54.0%)]
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受注者の規模別年間受注戸数のシェア

年間
1～4戸
18.4％

年間
5～9戸
9.6％

年間
10～19戸
10.5％

年間
20～49戸
14.8％

年間
50～299戸19.9％

年間
300戸以上
26.7％

5.1％ 5.6％ 9.9％ 13.9％ 23.2％ 42.4％

4.8％ 93.8％

13.8％ 17.2％ 30.3％

２×４

プレハブ

その他 24.5％ 12.0％

在来工法

53.3％ （約12万戸）

34.5％ （約１万戸）

〇 木造戸建住宅の約５割は年間受注戸数が50戸以下の中小の大工・工務店が供給

注：平成25年度の瑕疵担保履行法に基づく届出、住宅瑕疵担保責任保険の加入実績及び各社の公表資料等による（一部推計を含む）。

約224千戸

約30千戸

約７千戸

約0.6千戸

戸建住宅の工法別・年間受注戸数シェア（請負のみ） 【平成25年度】
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リフォーム市場の内訳

○ リフォーム市場規模は約７兆円（平成30年）と推計されている

10㎡以上の床面積の増加を伴う工事

10㎡未満の工事

設備の維持修繕費 修繕工事
（大規模修繕等）

賃貸住宅の
リフォーム

規模 大

規模 小

戸建持家 共同持家 賃貸

約５，６００億円

約１．1兆円
約１，７００億円

約４，７００億円約４，８兆円

約７兆円
(共用部分）（専用部分）

（出典）国土交通省「建築着工統計」、国土交通省「住宅着工統計」、総務省「住宅・土地統計調査」、総務省「家計調査年報」、
総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」等をもとに国土交通省推計 4



リフォームの担い手

地場工務店系
33,000(-7.8%)

←

工
事
規
模

大

住宅設備機器・
建材メーカー系
15,500(-3.1%)

リノベーション系
1,280(-3.0%)

エネルギー
供給事業者系
2,650(-8.6%)

ハウスメーカー系
6,300（+4.1%)

専門工事業系
7,800(-8.2%)

ゼネコン・
デベロッパー系
4,400（-8.6%)

小売系
（家電量販店、ホームセンター、百貨店等）

2,050(+5.7%)

インターネット
事業者

280(-5.1%)

自社物件のアフターメンテナ
ンスが多い。戸建住宅のリ
フォームを中心に、フラン
チャイズ展開も図る。

自社物件のアフターメンテナ
ンスが多い。戸建住宅のリ
フォームを中心に、フラン
チャイズ展開も図る。

戸建住宅から集合住宅まで総
合的な提案・フォローを実施。
フランチャイズ展開による促
進を図る。

戸建住宅から集合住宅まで総
合的な提案・フォローを実施。
フランチャイズ展開による促
進を図る。

自社商品の利用促進となる
水廻りリフォームが中心。
自社商品の利用促進となる
水廻りリフォームが中心。

塗装工事業、内装
工事業等、自己の
主業を軸に、部分
的にリフォームを
受注。

塗装工事業、内装
工事業等、自己の
主業を軸に、部分
的にリフォームを
受注。

戸建住宅及び集合住宅の専有
部分を中心に、大規模リ
フォームから小規模の修理・
補修まで受注。地域密着で小
規模事業者が多い。

戸建住宅及び集合住宅の専有
部分を中心に、大規模リ
フォームから小規模の修理・
補修まで受注。地域密着で小
規模事業者が多い。

小売業として取り扱う設備・内
装等の修理・取替からリフォー
ムまで工事を受注。

小売業として取り扱う設備・内
装等の修理・取替からリフォー
ムまで工事を受注。

自社商品の利用促進となる
設備機器の更新を主体とし
た水廻り工事、生活の電化
等が多い。

自社商品の利用促進となる
設備機器の更新を主体とし
た水廻り工事、生活の電化
等が多い。元請として総合リフォー

ムを展開しているところ
が多い。

元請として総合リフォー
ムを展開しているところ
が多い。

主に中古集合住宅を一棟
丸ごと、あるいは戸単位
で買取り、全面改修の上
で再販。

主に中古集合住宅を一棟
丸ごと、あるいは戸単位
で買取り、全面改修の上
で再販。

インターネット
を 活 用 し た 設
備 ・ 建 材 の 販
売・施工。

インターネット
を 活 用 し た 設
備 ・ 建 材 の 販
売・施工。

リフォーム専業系
5,320(-3.3%)

（資料） リフォーム事業による売上高【単位：億円（対前年比）】は、株式会社富士経済「新・住宅リフォーム市場の全貌とビジネス戦略分析2015」から引用

〇 住宅のリフォーム事業には、様々な種類の事業者が参入しており、主な担い手は、「地場工務店系」
及び「住宅設備機器・建材メーカー系」となっている

〇 新設住宅と比較して、小規模事業者のシェアが大きいと考えられる
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住宅産業と住生活関連産業 （イメージ）

○ “フローとストック”､“モノとサービス”の視点から多様で豊かな住生活を実現する必要

ストック

フロー

ঔ
ঀ

१
␗
অ
५

新築供給

リフォーム 空き家管理買取再販 インスペクション

ZEH 見守り・安否確認セキュリティ

住宅産業 住生活関連産業

アセットマネジメント

『伴走型』サービス
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住生活関連産業分野について

○ 住生活関連産業は、住生活に関わる幅広い世帯・ニーズに応える新たな成長産業

○医療・介護・福祉
・見守り、安否確認
・生活サポート
・在宅医療・介護、遠隔医療
・終活

○保育・教育
・育児
・教育・学習

○防犯・セキュリティ
・ホームセキュリティ
・装置・センサ類

○生活支援
・家事支援
・買物支援
・食事
・宅配
・移動支援
・収納・保管

○趣味・カルチャー
・ライフスタイル対応型住宅
・レジャー・フィットネス

○仕事
・在宅勤務

『伴走型』住生活関連サービス
～個人の生活に寄り添う包括的な支援～

住宅産業

○新築
・新築供給

○流通
・既存住宅流通
・買取再販
・賃貸仲介

○リフォーム
・リフォーム・リノベーション

○管理
・マンション管理
・賃貸住宅管理

金融・保険

○金融
・住宅ローン
・リフォームローン
・リフォーム一体型
ローン

・リバースモゲージ

○保険
・住宅瑕疵保険
・火災保険 ・地震保険
○債務保証
・住宅ローンの債務保証
・家賃債務保証

○検査・保証
・インスペクション
・瑕疵保険
・住宅履歴情報

○専門家相談・支援
・住まいの終活
・DIYサポート

○空き家管理
・見回り・管理
・残置物処理

○既存住宅の活用
・シェアリングサービスによる活用
・既存住宅の他用途転用

○コミュニティ
・コミュニティ・アセットマネジメ
ント

次世代の住宅～住宅そのものの進化～

住生活関連産業

○災害対応住宅
・災害に強い住宅
○省エネ住宅
・ZEH
・エネルギーマネジメントシステム
・インフラフリーユニット
○スマート住宅
・IoT住宅

住生活関連産業

『住宅のアセットマネジメント』
～良質な住宅資産を活用～
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主な住生活関連産業の市場動向の概要

○ 住生活関連産業は多岐にわたり、今後の豊かな住生活の実現の向け発展、成長が見込まれる

分野 サービス名 市場動向 市場動向の概要

検査・保証 インスペクション • インスペクション市場規模：21億8千万
円・45,000件(2016年度)、　
　(矢野経済研究所)

• 同調査ではインスペクション件数を2017年
度は52,500件、2018年度は61,400件と予
測しており、拡大傾向

専門家相談・
支援

DIYサポート • ホームセンターにおける「DIY素材・用
品」売上高：約6,900億円(2019年)、　
(日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会)

• ホームセンター売上額は近年横ばいも、
DIY素材・用品が占める割合は上昇傾向
（2018年26.0％→2019年26.4％）

見回り・管理 空き家管理 • 潜在市場規模：163億円(2016年)、　
（リフォーム産業新聞）

• 同調査は2013年住宅・土地統計調査結果
（空き家数820万戸）を基に推計

• 2018年調査の空き家数は846万戸（3.2％
増）であることから、空き家管理の潜在的
市場規模も拡大傾向

見守り、安否確認 • 高齢者向け見守り関連サービス市場
規模：約75億円(2018年)、(富士経済)

• 同調査では2025年の市場規模を124億円
と予測、拡大傾向

防犯・セキュリ
ティ

ホームセキュリ
ティ

• ホームセキュリティサービス市場規模：
約1,200億円(2017年)、(富士経済)

• 同調査では2020年の市場規模を1,386億
円と予測、拡大傾向

装置・センサ類 • 防犯用装置・センサ市場規模：約920
億円(2017年)、(富士経済)

• 更新需要が堅調に推移の見込み
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大工技能者の役割

〇 戸建て住宅の約９割は木造で供給されており、木造の戸建て注文住宅の５割超は中小工務店と大工技能者により供
給されていることから、戸建て住宅の質を維持するためにも、一定数の大工技能者の確保・育成が必要

〇 住宅リフォームの最大の担い手は中小工務店・大工技能者であり、既存ストックを活用して良質な住宅を供給する
ためにも、大工技能者の確保・育成が求められる。中小工務店・大工技能者の技術は、災害時の仮設住宅の建設、
応急修理等への対応にも活かされる

住宅の建設現場 応急仮設住宅の建設 / 床上浸水した家屋の補修
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大工技能者数の予測

実績値：総務省「国勢調査」
予測値：野村総合研究所（作成）

〇 民間シンクタンクによる予測では、2015年時点で約35万人の大工就業者数は、10年後の2025年には
約３割減(約10万人減)の約25万人となり、15年後の2030年には約４割減(約14万人減)の約21万人
となる見通し

約10万人減
約３割減

約14万人減
約４割減

予測の考え方
・15～24歳人口に占める大工の割合は、2020年以降も2015年の水準が続くと想定。
・25歳以上の大工減少率は、2010→2015年の水準が続くと想定。

大工就業者数の予測
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大工就業者数の推移
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建設・土木作業従業者 （％）

（総務省「国勢調査」）

（％） （万人）（万人） 大工就業者

〇 木造住宅の担い手である大工就業者数は、平成27年に約35万人と、20年間で半減
〇 人数の減少率と高齢化（60歳以上の比率）は、建設業従業者(全体)に比べて大きい

第47回分科会資料５
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一級建築士試験 受験者数・合格者数

43,520 

39,020 

34,511 
31,704 

30,330 30,462 30,648 31,061 30,545 29,741 

4,476 4,560 4,276 4,014 3,825 3,774 3,673 3,365 3,827 3,571 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

受験者数 合格者数

〇 一級建築士試験は、受験者数は令和元年に29,741名、うち合格者は3,571名

〇 平成30年には建築士法を改正し、令和２年から建築士試験の受験機会を拡大したところ
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既存住宅状況調査技術者講習の修了者数

〇 平成29年２月に創設された既存住宅状況調査技術者講習制度のもと、現在５の機関が講習を実施

〇 既存住宅状況調査技術者講習の修了者数は、累計で約３万６千人

2,982 

14,939 

22,018 

26,988 
28,410 

30,913 

32,813 33,373 
34,175 34,689 35,264 35,638 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

（出典）国土交通省調べ（注）毎月末日時点の累計修了者数

(人) 【既存住宅状況調査技術者講習の修了者数の推移（累計） 】

15



マンション管理士の登録者数の推移

〇 マンション管理士の登録者数は平成14年度からの累計で約２万６千人

（出典）マンション管理センター資料より

(人)

(年度)

【マンション管理士の登録者数の推移（累計） 】

6,998 

9,461 

11,641 

13,178 
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0
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インターネット利用率の推移と利用機器の割合

○ 個人によるインターネットの利用は、2000年代初頭頃に急速に拡大し、2018年時点での利用率は約80%となっている
○ インターネット利用機器は60歳未満ではスマートフォンが多く、60歳以上ではパソコンの利用が多い
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インターネット利用状況（個人）の推移

0 20 40 60 80 100

80歳以上

70～79歳
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50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

13～19歳

6～12歳

（％）

年齢階層別インターネット利用機器の状況（個人）

（2018年）

スマートフォン 携帯電話・PHS パソコン タブレット端末

出典： 総務省「通信利用動向調査」各年版を元に作成 出典： 総務省「通信利用動向調査」平成30年度版 18



シェアリングエコノミーの拡大

540 

717 
825 

977 

1,130 

1,270 

1,386 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

（億円）

シェアリングエコノミー（共有経済）
サービス市場規模推移・予測

（出典）国土交通省「令和元年版国土交通白書」

注1.サービス提供事業者売上高ベース
注2.2018年度は見込値、2019年度以降は予測値
注3.本調査におけるシェアリングエコノミー（共有経済）サービスとは、「不特定多数の人々がインターネットを 介して乗り物・スペース・モノ・ヒト・カネなどを共有できる場を
提供するサービス」のことを指す。 但し、音楽や映像のような著作物は共有物の対象としていない
資料：株式会社矢野経済研究所

○ ICTの進展に伴い、シェアリングエコノミーの拡大という新たな流れが生まれており、国内の市場規模においては、

2017年度には約717億円であるものの、2022年度には約1,386億円まで拡大する見通し

○ ホームシェアや育児支援など、遊休資産の有効活用や社会課題の解決に寄与することなどが期待されている

シェアリングエコノミー（共有経済）
イメージ

（出典）政府CIOポータル
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IoTやAIを活用したサービス

（出典）総務省「ICTの現状に関する調査研究」（平成30年）

○ 機械学習・画像認識・音声認識・自然言語処理技術を活用したサービスが幅広く登場。刻々と変化
する情報をもとに状況管理、監視、見守りなど、状況を把握する用途にも活用されている

20



空の産業革命

○ 2022年度より、ドローンの有人地帯での目視外飛行を行うべく、環境整備や技術開発が進められている

21



自動運転の進展

○ 2025年を目処として限定地域での無人自動運転移動サービスの全国普及を図ることとするな
ど、自動運転の普及に向けた取組が進められている

出典：第43回社会資本整備審議会計画部会及び第41回交通政策審議会交通体系分科会計画部会（令和元年11月） 資料２ 22



１. 産業について

- 住宅産業の動向について

- 住生活関連産業の動向について

- 人材・担い手について

２. 新たな技術の活用等について

- 新技術等の動向について

- 住生活分野における新技術活用等について



ＩｏＴを活用した住宅について

○ 居住者の健康管理や見守りなど、居住者の生活行動を支援するための先進技術の開発が進んでおり、
“IoT住宅”の開発・実証や実装が進展している

IoT技術を活用した健康管理支援

電波型人感センサ （心拍数・呼吸数・体動を測定）

生体センサ （睡眠の質を測定）

ＩｏＴ技術の概要

家電の未使用 熱中症の恐れ

家電の深夜利用 家電の長時間使用

生活異常を自動で通知

分電盤

エネルギー
センサー

家電分離の波形を読み取り

居住者による手動通報

センサーによる自動通報

在室ボタン

玄関

緊急呼出ボタン等

トイレ・浴室・寝室

生活リズムセンサー

廊下

ＩｏＴ技術を活用した高齢者見守り支援

ＩｏＴ技術の概要

取組内容

取組内容

収集・分析

シニアマンション

（必要に応じて通知）

対応

離れて暮らす家族

データ収集・分析者管理員通知

通知

②による
見守り

①による
見守り

出典：国交省作成資料 出典：国交省作成資料

・最先端のセンサを使用し、非接触でストレスなく居住者のバイタルデータを計測

・バイタルデータと訪問介護を合わせて、より質の高いケアを実現

・居住者の生活異常を機器で自動通知、居住者自身で 通報できる仕組みを導入

・管理員側で異常を一括受信し、素早い対応や、見守り負担軽減に繋げる

①センシングウェーブ

ベッドのマットレス下に敷
くだけで心拍数、呼吸数、
体動、睡眠の深さが計測
できる。

②電波型人感センサ

部屋に置いておくだけで
体動が計測できる。

③位置検知床

既存の床の上に敷くだけ
で、どこを踏んだのか検
出できる。

センサ設置イメージ図

位置検知床
敷設

・3種類のセンサーを使って取得した情報やデータ
を分析し、居住者の健康状態や夜間の行動(徘
徊・転倒など)を把握する。また、訪問介護事業
者が訪問する際の優先順位付けや暮らしのアド
バイスに役立てる。

・電力使用状況から入居者の生活異常を自動で検知するエネルギーセンサーと、入居
者自身が呼び出すシニア向け通報システム等を導入し、 居住者の異常に速やかに
対応することで、マンションの管理スタッフや離れて暮らす家族の負担を軽減する。

①エネルギーセンサー

電力の利用状況から家電の利用状況を読
み取り、生活の異常を感知した場合は自
動通知

②シニア向け通報システム

住居内に設置されたボタンによる
居住者自身の通報や廊下に設置
されたセンサーによる自動通報
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建築ＢＩＭ （Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍｏｄｅｌｉｎｇ）

○ コンピュータ上に作成した主に３次元の形状情報に加えて、室等の名称・面積、材料・部材の
仕様・性能、仕上げ等、建物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム

現在の主流 （CAD） BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス

図面は別々に作成

壁や設備等の属性情報は図面と

アナログに連携

建設後の設計情報利用が少ない

３次元形状で建物をわかりやすく

「見える化」し、コミュニケーション

や理解度を向上

各モデルに属性情報を付加可能

建物のライフサイクルを通じた情報

利用／IoTとの連携が可能

設計

施工

維持管理

• 建築物の生産プロセス・維持管理にお
ける情報データベース

• ライフサイクルで一貫した利活用

• IoTやAIとの連携に向けたプラット
フォーム

• コミュニケーションツールとしての活用、
設計プロセス改革等を通じた生産性
の向上

Process

将来BIMが担うと考えられる役割・機能

Data Base Platform

etc.

平面図・立面図・断面図／構造図／設備図
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ドローンの住宅周辺分野への活用について

新規竣工棟数

棟

○ 外壁タイル等の落下事故は毎年一定程度発生しており、建築物の安全性を確保するため、建築基準法において
は、一定の規模・用途の建築物について、定期的に専門の資格者による検査を行い、その結果を報告すること
を所有者等に義務付けている。

○ 建築物の外壁はおおむね１０年に１度、外壁タイルの全面的な打診等により確認する必要があるが、建物周囲
に仮設足場等を設置する必要があり、所有者等に過大な負担となっている。

○ ドローンを活用することで作業員の安全性向上に資するとともに、検査費用の削減に繋がる可能性がある。

事故内容
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

事故件数
被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡)

部材の落下 5 3(0) 16 9(0) 13 8(0) 5 3(0) 7 2(0) 6 2(0) 12 10(0) 13 4(0)

壁タイル等 3 1(0) 10 3(0) 6 2(0) 2 3(0) 6 1(0) 5 1(0) 6 9(0) 4 1(0)

天井 1 1(0) 4 5(0) 4 4(0) 3 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 4 0(0) 2 1(0)

看板 1 1(0) 1 1(0) 2 2(0) 0 0(0) 1 1(0) 1 1(0) 1 1(0) 7 2(0)

テラス等 0 0(0) 1 0(0) 1 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 1 0(0) 0 0(0)

■建築物における部材の落下事故の概要

※ 特定行政庁等から情報提供があった建築物に関する事故であって、社会資本整備審議会建築分科会建築物等 事故災害対策部会に報告された事故の概要を掲載（平成30年2月28日までに報告された事故の概要を掲載） 。なお、 「平成22年
度」は、平成22年12月１日から平成23年３月31日までの件数等であり、 「平成29年度」は、平成29年4月1日から平成30年２月28日までの件数等。

（一財）経済調査会発行「マンション改修モデル事例集」より転載

＜仮設足場＞ ＜テストハンマーによる打診検査＞

【（一社）日本赤外線劣化診断技術普及協会 提供】

＜赤外線装置を搭載したドローンによる打診検査＞
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自動運転・MaaS×住宅周辺分野の先進事例

MaaSの概要 自動運転の実証実験

自動運転バスの実証実験

・柏の葉キャンパスエリアの一部区間において、自動運転バスの営業運行実証
実験を実施。循環型自動運転バスの導入と増便によるまちの利便性の向上
を進める

・「柏の葉スマートシティコンソーシアム」の事業の1つとして実施。街に住む・働
く人の生活を快適にするために交通手段のシームレス化を進めるMaaSに着
目し、まちづくりへの活用をめざす

運
行
ル
ー
ト

実
験
用
車
両

オンデマンドバスの実証実験

・マンション専用オンデマンドモビリティの実証実験を東京都内で開始（2020年2
月から6か月～1年間）

・利用者（マンション住民）はスマートフォンのアプリで予約を行い、エリア内の任
意の指定スポット（11か所）で乗降車が可能

出典：自動運転の実現に向けた国土交通省の取り組みについて

出典：三井不動産株式会社 報道発表資料 出典：日鉄興和不動産株式会社 報道発表資料

実
験
用
車
両

乗
降
ポ
イ
ン
ト

利用者

出
発
地

ひとつのサービスとして提供
（検索・予約・決済）

シェアサイクル 小型モビリティ

オンデマンドバス 自動運転バス

鉄
道

カーシェア シェアリング

小売店舗 宿泊施設 医療・福祉 観光地

バ
ス

タク
シー

目
的
地

航
空

・最寄駅等と最終目的地をラスト
マイル自動運転で結ぶ「無人自
動運転による移動サービス」を
2020年に実現するという政府目
標を達成するため、経産省と連
携し、石川県輪島市、沖縄県北
谷町、福井県永平寺町、茨城県
日立市にて、実証実験を実施

○ 自動運転やMaaSの実用化を見据えて、近年、様々な実証実験が進められている

○ 住宅周辺分野では、まちづくりや居住者における利便性の向上を目的として、公共交通拠点と住宅をつな
ぐ“ラストマイル”の移動サービス実用化に向けて、実証実験が行われている

出典：国交省作成資料

27



ＺＥＨ （Net Zero Energy House）

＋
給湯

照明

暖房

冷房
換気

給湯

照明

暖房
冷房
換気

削減

②設備等の高効率化

＋

③創エネルギー①高断熱化

断熱基準
一次エネルギー消費量基準

（設備等の高効率化） （創エネルギー）

省エネ基準より強化した高断熱基準 太陽光発電等による創エネを
考慮せず
省エネ基準相当から▲20%

太陽光発電等による創エネを
余剰売電分を含め考慮し
一次エネ消費量を正味ゼロ以下

（外皮平均熱貫流率の基準例）

地域区分 1・２地域
（札幌等）

3地域
（盛岡等）

４・5・６・7地域
（東京等）

ZEH基準 ０．４ ０．5 ０．６
省エネ基準 ０．４６ ０．５６ ０．８７

○ 経済産業省「ZEHロードマップ検討委員会」がとりまとめた「ZEHロードマップ」(平成27年)
において、「ZEHは、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりで
きる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、１年間で消
費する住宅のエネルギー量が正味（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅」と定義されている

28



LCCM （ライフサイクルカーボンマイナス） 住宅の取組事例

太陽光発電パネル
＋太陽熱給湯集熱パネル

冬季のダイレクトゲイン
を考慮した南面大開口

光と風を取り組む
パラボラ状の壁形状

地域木材等の利用

高炉セメント
コンクリート使用

高効率給湯器
・燃料電池等

日射を遮蔽する
木製ルーバー

高効率HPエアコンによ
る部分間欠冷暖房

LED照明の
多灯分散配置

空気の流れを
作り出す通風塔

LCCM住宅デモンストレーション棟（建築研究所内 つくば市） 概要

CO2

削
減

排出

排出

排出 排出

排出

※ライフサイクルカーボンマイナス住宅・研究開発委員会

ライフサイクル全体を通じたCO2排出量推移のイメージ

LCCM住宅のライフサイクルとCO2排出のイメージ

創エネ創エネ

排出

○ 使用段階のCO2排出量に加え資材製造や建設段階のCO2排出量の削減、長寿命化により、ライフサイク
ル全体（建築から解体・再利用等まで）を通じたCO2排出量をマイナスにする住宅の開発も進められ
ている
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